
井
戸
県
政
で
「解
同
」
癒
着
が
復
活

・
兵
庫
県
地
域
人
権
運
動
連
合
会
事
務
局
長
　
ユ
Ⅲ
三
Ⅲ
【

武
°

八
鹿
高
校
事
件
を

「忘
れ
た
」
か
の
よ
う
に

県
政
を
検
証
す
る
場
合
、

三
十
八
年
前

一
九
七
四
年

の
、
日
本
の
教
育
史
上
前
例

の
な
い
八
鹿
高
校
教
職
員
に

対
す
る
集
団
暴
力
事
件
、
い

わ
ゆ
る
八
鹿
高
校
事
件
を
忘

れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

同
事
件
は
、
当
時
の
坂
丼

県
政
が
部
落
解
放
同
盟

（以

下
ｏ
解
同
）
に
迎
合
屈
服
し

て
引
き
起
こ
し
た
事
件
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
国
民
的
に

猛
烈
な
批
判
を
受
け
ま
し

た
。
そ
の
結
果
、
当
時
の
坂

井
時
忠
県
知
事
は
、
「同
和
行

幹
部
を
講
師
と
し
て
派
遣
す

る
な
ど
、　
一
挙
に
解
同
と
癒

着
復
活
県
政
に
変
質
さ
せ
ま

し
た
。
八
鹿
高
校
暴
力
事
件

当
時
の
良
識
あ
る
県
の
首
脳

部
は
退
職
し
、
事
件
の
内
容

も
苦
労
も
知
ら
な
い
県
幹
部

が
多
数
に
な
っ
た
こ
と
も
知

事
の
暴
走
を
許
す
原
因
に
も

な
っ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
「都
道
府
県
別
幸
福

度
ラ
ン
キ
ン
グ
穴
二
〇
一
一

年
十
一
月
、
法
政
大
学
大
学

院
政
策
創
造
研
究
科
幸
福
度

指
数
研
究
会
）
に
よ
る
と
、

兵
庫
は
四
十
五
位

（評
点
平

均
５
ｏ
０３
）
で
す
ｏ
（最
下
位

は
評
価
点
４
一
７５
の
大
阪
）

こ
の
デ
ー
タ
ー
は
、
井
戸

県
政
の
県
民
犠
牲
の
人
権
軽

視
の
裏
返
し
の
証
明
で
も
あ

り
、
そ
れ
ら
を
ご
ま
か
す
た

め
に
「人
権
行
政
・教
育
」
の

推
進
を
こ
と
さ
ら
強
調
し
、

「人
権
」
の
概
念
を
ゆ
が
め

て
き
ま
し
た
。

「人
権
教
育

啓̈
発
」
で

「貪
困
「
格
差
」
目
隠
し

今
年
度
の
県
予
算
は
民
生

費

「人
権
啓
発
推
進
費
六
四

億
八
千
八
百
九
十
六
万
円
）

と
、県
教
委
の
「人
権
教
育
推

進
費
穴
一
億
四
千
三
百
三
十

八
万
円
）
を
合
わ
せ
ご
と
、

合
計
六
億
三
千
百
三
十
四
万

円
）
を
計
上
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
県
政
は
、
従
来

の

「同
和
行
政
Ｌ
同
和
教

育
」
を
Ｌ
人
権
行
政
「
人
権

教
育
」
と
し
て
継
続
さ
せ
て

い
ま
す
。

県
は
、
兵
庫
県
人
権
教
育

研
究
協
議
会

（
二
〇
一
二
年

度
県
予
算
で
千
四
百
七
十
一

万
円
）の
補
助
金
を
支
出
し
、

県
下
市
町
の
人
権

（同
和
）

教
育
協
議
会
へ
の
行
政
補
助

金
の
合
計
は
一
億
二
千
万
円

以
上

（推
計
）
と
見
ら
れ
、

神

）
戸
市
の
付
き
合
い
程
度
の

五
十
万
三
千
円

（今
年
度
予

算
）
に
比
較
し
て
、
人
口
も

少
な
い
自
治
体
で
一
千
万
円

以
上
の
補
助
金
を
支
出
し
て

い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
行
政
補
助
金
を
使
っ

て
、
「校
区
人
権
教
育
協
議

会
」
が
組
織
さ
れ
、
町
内
会

ご
と
に
配
置
し
て
い
る

「人

権
推
進
委
員
」
や
町
内
会
役

員
、
小
中
学
校
な
ど
を
動
員

し
て
、
行
政
企
画
の

「人
権

教
育
・
啓
発
」
体
制
を
敷
く

自
治
体
も
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
人
権
問
題
を
差

別
問
題
に
わ
い
小
化
さ
せ
た

「人
権
教
育
・
啓
発
」
は
、

新
た
な
差
別
意
識
を
つ
く
り

出
す
一
方
、
新
自
由
主
義
が

も
た
ら
す
人
権
破
壊
、
平
成

の

「貧
困
」
と

「格
差
」
の

目
隠
し
の
役
割
を
担
っ
た
も

の
で
す
。

こ
れ
ま
で
大
阪
、奈
良
、京

都
な
ど
で

「同
和
犯
罪
」
が

明
ら
か
に
さ
れ
、
県
民
の
中

に
は
司
同
和
』
は
す
で
に
終

わ
っ
た
」
と
い
う
印
象
が
広

が
っ
て
い
ま
す
が
、
実
態
は

決
し
て
そ
う
な
っ
て
い
ま
せ

ん
。
あ
ら
た
め
て
丼
戸
県
政

と
解
同
の
癒
着
の
深
刻
さ
を

直
視
し
、
批
判
を
強
め
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

輝
く
県
政
ヘ
ロ

政
の
推
進
に
つ
い
て
」
と
題

す
る
通
知
を
出
し
、
こ
の
中

で

「行
政
が
運
動
の
立
場
と

役
割
を
混
同
し
、
県
民
の
不

信
を
ま
ね
く
事
態
が
み
ら
れ

た
こ
と
は
極
め
て
遺
憾
で
あ

る
ピ
盆

九
七
六
年
四
月
十

二
日
）
と
反
省
し
解
同
と
の

「窓
口
一
本
化
」
行
政
を
廃

止
し
た
の
で
す
。

坂
井
県
政
か
ら
員
原
県
政

に
な
っ
て
も
、
解
同
と
距
離

を
置
き
、
解
同
の
諸
行
事
に

は
参
加
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
、丼
戸
知
事
は
、こ
う

し
た
経
過
を
意
識
的
に
署
心

れ
た
」
の
か
、
解
同
の
諸
集

会
に
知
事
自
ら
出
席
し
、
県

η


